
第３火曜日

宝塚市開発まちづくり条例に基づく特定開発事業手続フロー

第２火曜日の前週の月曜日

第２火曜日

住民 開発事業者 宝塚市
（開発指導課）

縦覧期間

満了後

14日以内
見解書受取後

14日以内

説明を受けた日から１４日以内

■ 資料を配布する住民 ■
① 近隣住民（区域境界線から１５メートル

又は１．５ｈ（５０ｍを超える場合は、５０
ｍ）の範囲内の土地所有者、建物所有

者、建物の占有者
② 区域の自治会及び区域に隣接する自

治会の代表者
③ 区域のまちづくり活動団体の代表者
④ 工事車両が通行する自治会の代表者
⑤ 開発事業者の調査により電波障害の

恐れのある住民

■ 配布資料 ■
１ 説明会開催案内
２ 開発構想の説明を受ける住民の皆様へ
３ 開発構想に対する要望書（用紙）
４ 開発構想の概要

Ａ 開発構想届の提出

① 開発事業区域面積が
３，０００㎡以上のもの

② 住宅の戸数が５０戸
以上のもの

③ 予定建築物の地上
階数が７以上のもの

④ 都計法第３２条協議
が見込まれるもの

⑤ その他庁内調整が
必要なもの

関係課意見照会
（２週間程度）

通知書の交付

Ｂ 標識設置届の提出

〔３部提出〕

〔２部提出〕

説明は標識設置届提出

から１４日以上経過後

開発まちづくり会議幹事会

開発まちづくり会議

通知書の交付

延長要請により説明を受けた日から２１日以内

期間延長要請書の提出

特定開発事業

計画報告書

の縦覧

Ｃ 近隣住民等へ
説明会資料の配布

縦覧期間

１４日間

要望事項に

対する説明

特定開発事業計画報告書

の閲覧

意見書の提出
縦覧期間内に提出

意見書の送付

期間延長要請通知

見解書の作成・送付

特定開発事業計画の策定

紛争調整

(あっせん・調停)

開発協議

見解書(写し)の提出

指定確認検査機関へ通知

工 事 の 着 工

工 事 の 完 了

問合せ先 ： 宝塚市 都市整備部 開発指導課 電話 ０７９７-７７-２０８１

標識の設置

近隣住民等への説明

要望書の提出

要望書の提出

協議事項通知書の交付

開発協定の締結

〔２部提出〕Ｄ 特定開発事業計画
報告書の提出

〔５部提出〕

F 開発協定締結申出書
の提出

G 着 手 届 の 提 出

H 完 了 届 の 提 出

〔２部提出〕

〔１部提出〕

〔１部提出〕

E 開発協議申出書
の提出

紛争調整申出書の提出

あっせん開始通知の送付


